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県
よ
ろ
ず
支
援
拠
点
サ
テ
ラ
イ
ト
相
談
所
を
開
催

　

中
小
企
業
、
小
規
模
事
業
者
の
経
営
課
題
を
分

析
し
、
売
り
上
げ
拡
大
に
つ
な
げ
る
経
営
相
談
サ

ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

本
市
で
は
、
相
談
者
の
利
便
性
を
考
え
、
30
年

度
も
サ
テ
ラ
イ
ト
相
談
所
を
開
催
し
ま
す
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
中
小
企

業
等
よ
ろ
ず
支
援
拠
点
サ
テ
ラ
イ
ト
相
談
（
予
約
制
）
か
ら
予
約
し
て
く

だ
さ
い
。
中
小
企
業
、
小
規
模
事
業
、
起
業
予
定
者
が
対
象
で
す
。

　
▼
日
時　
５
月
、
８
月
、
11
月
、
31
年
２
月
第
３
金
曜
日
午
前
10
時
〜

午
後
４
時
。
１
コ
マ
約
１
時
間　
▼
場
所　
八
千
代
商
工
会
議
所　
▼
問

い
合
わ
せ　
商
工
課
（
４
８
３
）１
１
５
１

耐
震
診
断
補
助
制
度
と
無
料
耐
震
診
断
・
建
築
相
談
会

～
耐
震
化
を
進
め
る
と
多
く
の
命
が
守
れ
ま
す
～

　
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
、
旧
耐
震
基
準
で
建

て
ら
れ
た
住
宅
は
、
耐
震
性
が
低
い
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
大
地
震
で
建
物
が
倒
壊
し
て
し
ま
う
と
、
人

命
に
危
険
が
及
ぶ
だ
け
で
な
く
、
緊
急
車
両
の
通
行

を
妨
げ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
本
市
で
は
住
ま
い
の

耐
震
化
を
進
め
る
た
め
、
補
助
制
度
や
耐
震
診
断・

建
築
相
談
会
を
行
っ
て
い
ま
す
。

■
木
造
住
宅
耐
震
補
助
制
度

　
対
象
は
、
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工
さ
れ
た
２
階
建
て
以
下
の

木
造
住
宅
。
補
助
件
数
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
。
①
耐
震
診
断
費
補
助　

上
限
６
万
円
／
件　
②
耐
震
改
修
費
補
助　
上
限
50
万
円
／
件　
③
リ
フ

ォ
ー
ム
費
補
助
（
耐
震
改
修
工
事
を
同
時
に
行
う
こ
と
が
条
件
）　
上
限

30
万
円
／
件
。

■
無
料
耐
震
診
断
・
建
築
相
談
会
（
予
約
制
）

　
図
面
を
も
と
に
し
て
、
簡
易
耐
震
診
断
や
建
築
全
般
に
つ
い
て
無
料
の

ア
ド
バ
イ
ス
を
行
い
ま
す
。

　
▼
日
時
／
場
所　
５
月
19
日
㈯
／
市
役
所
、
６
月
13
日
㈬
／
教
育
委
員

会
庁
舎
、７
月
１
日
㈰
／
八
千
代
台
東
南
公
共
セ
ン
タ
ー
、８
月
15
日
㈬
／

勝
田
台
文
化
セ
ン
タ
ー
、
９
月
12
日
㈬
／
市
役
所

　
※
10
月
〜
31
年
２
月
も
、
月
１
回
耐
震
診
断
・
建
築
相
談
会
を
行
い
ま

す
。

■
出
前
相
談
会
を
開
催
し
ま
す

　
12
月
、
31
年
１
月
、
２
月
の
３
回
は
各
自
治
会
な
ど
に
出
向
き
、
耐
震

診
断
・
建
築
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。
自
治
会
や
ご
近
所
な
ど
の
５
人
以

上
の
グ
ル
ー
プ
が
対
象
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
建
築
指
導
課
）

ゆ
ら
ゆ
ら
橋
が
通
行
止
め
に
な
り
ま
す

　
平
成
５
年
に
で
き
た
歩
行
者
用
の
ゆ
ら
ゆ
ら
橋
は
、
県
に
よ
る
バ
リ
ア

フ
リ
ー
化
の
工
事
を
行
う
た
め
、
５
月
21
日
㈪
か
ら
通
行
止
め
に
な
り
ま

す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
公
園
緑
地
課
）

　地域猫活動を知っていますか｡かわいそうだからと餌をあげている訳では
ありません。時間や場所、容器を回収するなどのルールを決め、トイレを置
き、不妊去勢手術を受けさせています。猫のトラブルを減らし、人と猫との
共生を目指して地道な努力を続けています。

“地域猫活動”で人も猫も安心して生活できるように

飼い主のいない猫との共生を　 目指して

野良猫を地域猫へ
野良猫が庭をトイレ代わりにしている、空

き家で子猫を産んでしまった、鳴き声がうるさ
いという苦情を耳にすることがあります。中に
は、引き取って処分してほしいという相談も。
　最近、野良猫を地域の人が協力して管理する
活動が注目されています。野良猫であっても猫
は「動物の愛護及び管理に関する法律」により
むやみに殺したり、傷つけたりしてはいけない
ことになっています。処分を目的に捕獲するこ
とや、餌やりを強制的にやめさせることもでき
ません。この問題を解決するために考えられた
のが「地域猫活動」です。餌やりやトイレ、不
妊去勢手術など、適切な管理を続けることで一
代限りの生を全うさせながら、猫によるトラブ
ルを減らすことを目標にしています。

国や県でも推奨している地域猫活動
猫が庭をトイレ代わりにしたり、ごみあさり

をしたりすると、周辺環境は悪くなります。国
や県では、野良猫が引き起こすトラブルを地域
の環境問題と捉えています。
猫による被害や、数を減らしていくことを目

的とする地域猫活動は、これを解決する有効な
手段になることから推奨しています。
県では、飼い主の心構えや餌を与える際のき
まりなどをまとめた「人とねこの共生ガイドラ
イン」と「人とねこの共生ガイドライン」の補
足版を作成し、猫の適正管理のための啓発を

しています。環境政策室でも補足版である「地域ね
こ活動に関するガイドライン」を配布しています。
この活動には、地域住民とそれを支援する団
体、行政の３者の連携が必要です。支援団体

は、猫の管理のほか、駅前
でチラシを配って、地域猫
活動の普及活動や、住民へ
のアドバイスなどを行って
います。昨年は、勝田台図
書館で子どもたちに紙芝居
で地域猫のことを知っても
らう活動も行いました。

あなたの地域でも始めませんか
本市には、30年４月現在で８団体が地域猫活

動団体として登録しています。大和田新田、勝
田台、大学町、八千代台地区の一部で取り組み
が行われています。既に活動している地域で
は、協力してもらえる人を募集しています。活
動には、記録写真の撮影や、各種申請手続きの
ための書類作成など
も欠かせません。カ
メラやパソコン操作
が得意な人の協力も
大切です。また、新
しく団体を立ち上げ
る場合には、まず、
地域に住み着いてい
る猫の数や性別、餌
場や被害状況などの

▲県で作成のガイド
　ライン（補足版）

▲定期的に活動報告が必要です


